[bookmark: _GoBack]香美市告示第１０１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの香美市地域電子マネー「kamica」にかかる指定納付受託者を下記のとおり指定したので、告示する。
　　令和８年４月１日

香美市長　依光　晃一郎　　　　　

記

　委託を受けた者の名称及び所在地
　　名　称　TOPPAN株式会社
　　所在地　東京都港区高輪2-21-2　THE LINKPILLAR １ SOUTH 17F
